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19世紀イギリスにおける墓地

一一リヴァプールにおける自治体立共同墓地の建設一一

久保洋一

はじめに

19世紀のイギリスでは人口増加により、多くの墓地で遺体の埋葬が収用限度に達した。特に

都心の墓地では深刻な過剰埋葬が起きており、その対策として、 1852年にロンドンを対象とし

た改正首都埋葬法が、翌年には同法の対象をイングランドとウエールズに拡大した改正全国埋葬

法が制定された(以下では両法を併せて埋葬法と略記)。埋葬法を受けて、都心の多くの墓地で

埋葬が停止され、代替墓地として共同墓地 (cemetery)が郊外に相次いで建設された。共同墓

地の設立、運営には埋葬委員会 (burialboard)があたった。埋葬委員会は埋葬法の規定により、

救貧制度が機能している教区の教区会によって主に設置された(1)。本稿では埋葬委員会によっ

て設立、運営される共同墓地を自治体立共同墓地と呼ぶ。

本稿で取り上げるリヴァプールは 1207年にバラ (borough:自治都市)となり、都市法人格

を付与された。 1699年には独立した教区として法で認可された。これにより市参事会 (town

council)は二人の教区牧師 (rector)を任命する権利と、既存のセント・ニコラス礼拝堂に加え

て、教区教会を建設する権利を認められた (2)。教区教会は 1704年にセント・ピーター教会とし

て完成した。 19世紀の初頭においてもパラと教区の境界が一致していたリヴァプールであった

が、その境界を発展した都市域が越えていた。そこで 1835年の都市法人法 (Municipal

Corporation Act)ではパラの領域は拡大され、教区リヴァプールの領域と一致としなくなった。

この拡大により、パラのリヴァプールの面積は 1，860エーカーから倍以上になり、人口は

165，000人 (1831年セ、ンサスでの値)から 205，000人 (1832年の推計値)へと増加した (3)。こ

の拡大以降、 19世紀においてパラのリヴァプールの領域がさらに拡大するのは 1895年の一度だ

けである。

このように 19世紀に行政上の管轄区域が二度拡大したリヴァプールにも埋葬法が適用された。

つまり都心の墓地で埋葬が停止され、郊外に共同墓地が建設されるのである。 1897年の時点で

パラのリヴァプール内の 5教区がそれぞれ埋葬委員会を設置し、各埋葬委員会が共同墓地を運営

していた。すなわち、リヴァプール教区とカークデール教区はウォルトン教区に共に共同墓地を、
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エパートン教区はファザカーリー (Fazakerley)教区に共同墓地を、ウエスト・ダービー教区と

トックステス・パーク教区はそれぞれの領域内に共同墓地を建設した (4)。共同墓地を埋葬委員

会に運営させたどの教区も 1835年から 1895年までのバラのリヴァプール内に位置した。都心に

ある墓地が埋葬を停止し、それを代替するため郊外に共同墓地を設置した事例がリヴァプール教

区、カークデール教区とエパートン教区である。またウエスト・ダービー教区、トックステス・パー

ク教区の場合は都市郊外の発展に対応してその教区内に共同墓地が設置されたようだ。

本稿で扱うのはリヴァプール教区が埋葬委員会に運営させた共同墓地である。前述した五つの

自治体立共同墓地のうちトックステス・パーク教区の共同墓地に次いで建設された。リヴァプー

ル教区は、 1835年に拡大したバラのリヴァプールに領域の広さで抜かれたとはいえ、その人口

規模から分かるように、リヴァプールの中心を占めていた。本稿では以下の全三章にて、このリ

ヴァプール教区にどのように自治体立共同墓地が建設されるかを地元新聞『リヴァプール・マー

キュリー』を主たる史料として論じ、「おわりにJにて、自治体立共同墓地に関する先行研究で

ある拙稿との関係にも言及したい (5)。

第一章埋葬委員会設置

改正全国埋葬法が制定されたのは 1853年であった。同法を受けてイングランドとウエールズ

の全域で多くの自治体立共同墓地の建設が進んだ。リヴァプール教区での建設も、この全国的な

動向と重なる。リヴァプール教区で自治体立共同墓地の必要が論じられ出すのは 1856年の 8月

である。内務大臣ジョージ・グレイは各地の墓地に埋葬停止を求めたのと同様に、リヴァプール

教区内のセント・マーチン教会の埋葬地にも埋葬停止を求めた。これを受けて代替墓地の建設を

リヴァプール教区の教区会が検討しだすのである。具体的には、数人の納税者が連名で教区会の

開催を求める陳情文を 2名の教会委員(ジョン・ウッドラフ、チャールズ・ライト・ショウ)に

宛てて提出した。開催される教区会での議題としてその陳情文は、埋葬法の定める墓地、つまり

自治体立共同墓地を建設すべきかどうか、さらには建設が決まったなら建設に到る一連の準備作

業を担う埋葬委員会の委員を任命するよう記していた (6)。

この陳情文を受け取った教会委員は 8月26日にセント・ニコラス教区教会にて特別教区会

(select vestry)を開催した (7)。多くの参加者を迎え、この地域における注目を集めた特別教区

会では、キャンベル教区牧師 (rector)が司会を勤めた。教会委員のウッドラフが教区会開催に

到る経緯を説明することから始まった議論では、まずリヴァプール教区での墓地の近況が明らか

となった。つまり、主教を補佐し、教区牧師を管理する大執事が埋葬に不適であるとして 1847

年にセント・マーチン教会の埋葬地の埋葬停止を決定した。この決定を受けて、市参事会は、リ

ヴァプール教区会に教区の外に墓地を建設するように要求した。これに教区会は応じて、埋葬地

の全てが 1851年に聖別された一つまり国教徒用の埋葬地となった-共同墓地をウオルトン教区

に設けた。しかし、セント・マーチン教会の埋葬地での埋葬は継続していた。というのもウォル
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トン共同墓地が聖別後も埋葬を開始しておらず、リヴァプール教区にセント・マーチン教会の埋

葬地以外に公的な墓地がなかったためである。セント・マーチン教会の埋葬地の埋葬継続は

1854年にロンドンから埋葬停止の要求が出されたにも関わらず続き、今回の特別教区会開催時

も続いていた。前述した内務大臣ジョージ・グレイによる埋葬停止令は二度の埋葬停止命令を無

視したこの埋葬地に対して出されたものだ、った。このような墓地の近況を踏まえて、特別教区会

での議論は、ウォルトン共同墓地をもっと活用できないかまず議論された。しかし埋葬法の規定

では 1エーカーにつき 1，600の遺体しか埋葬できないため、 27.5エーカーのウオルトン共同墓地

では 3，4年しか遺体の埋葬をできないと判明した。さらに埋葬地は全て聖別地であることからプ

ロテスタント非国教徒やカトリックの埋葬が困難であるとの見解が示された。こうしてウォルト

ン共同墓地に加えて、新たな埋葬地を準備するための埋葬委員会の設置が必要であるとの見解が

特別教区会の意見として採用された。

続いて議題が埋葬委員の任命に移るなか、委員の候補者氏名がS.B.ジャクソンによって提案

された。候補者には司会を勤めていたキャンベル教区牧師が入っていないことが議論の対象と

なった。議論の最中に、当のキャンベル教区牧師が所用のため退席し、司会を教会委員のウッド

ラフに譲った。 2人の参加者が埋葬委員の候補者 1名に代えて牧師を埋葬委員にするようそれぞ

れ提案しただけでなく、埋葬委員の候補者3人も自分ではなく牧師に委員に就任してもらうよう

各自が申し出た。これらの提案、申し出からは牧師の埋葬委員会での重要性が窺える。しかし、

新たな埋葬地でも埋葬に際しキャンベル教区牧師がその聖職上の地位から一定の金額を受け取る

ことになっていたため、受取人自身がその金額を決定する埋葬委員会に加わることには、ジャク

ソンや J.R.ジェフリーらが反対した。さらに、「埋葬委員会に少なくとも初年度は教区牧師が関

わってはならないとする大原則がある」とまでジャクソンは述べた (8)。結局、教区会での決議

事項として埋葬委員にキャンベル教区牧師は任命されず、ジャクソンの示した候補者9人が任命

された。任命されたのは既出のジャクソン、ジェフリー、ショウ、ウッドラフの 4人と W.B.ベ

アストウ、 C.J.コーバリー、ロパートソン・グラッドストン、 J.J.ステイット、サミュエル・ソー

ネリーの 5人であったO このうち役職、身分とその該当者が判明するのは、共に教会委員のウッ

ドラフとショウだけであるO 他は、貧民監督官が 1人、リヴァプール市参事会員が2人、特別教

区会に関与しているジェントルマンが4人いるものの、それぞれが誰に該当するかは不明である。

埋葬委員はリヴァプールの公職に就任、関与している者が就く傾向があるとは言えよう。

埋葬委員に任命されなかったキャンベル教区牧師はこの任命人事に不満であったようだ。とい

うのも、特別教区会が終わって間もない 9月の初頭に彼は、特別教区会での司会者に通常求めら

れる、議事録への署名を拒否したのである。その理由としては、当日の会合を途中退席し退席後

の議事運営に責任を持てないことと、退席後の議事運営に違法箇所があることを挙げた。特に後

者に関して、埋葬委員として候補に挙がっていたジェフリーに代えて牧師が含まれるべきかの採

決は投票で決定された。特別教区会における採決が挙手ではなく投票によったことはリヴァプー

ル教区では前例のないことであったため (9)、その手続きが違法ではないかと牧師は問うたので
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ある。しかしその違法性を、地元の新聞『リヴァプール・マーキュリー』は否定し、他地域での

同様の事例でも合法の判決が出ているとした(10)。また、当日の特別教区会で牧師から司会を引

き継いだウッドラフも投票は形式的なものであったとして自分の議事運営の合法性を主張し、反

論した (1九

キャンベル教区牧師は埋葬委員会とさらに対立する。牧師は、議事への不満という方向で問

題を拡大するのではなく、自身の職権を活用して対立を深める。牧師はセント・マーチン教会

の埋葬地で埋葬を停止し、さらにウォルトン共同墓地で葬儀の司式をする、つまり埋葬を開始

するよう配下の牧師 W.H.デニーに命令を出した。しかし埋葬委員会は、ウォルトン共同墓地を

排水が悪く、埋葬も実施が困難であるといった理由から現状では埋葬に不向きであるとした。

そこで当座はセント・マーチン教会の埋葬地での埋葬継続を考えており、埋葬を停止しないつ

もりであった。従って 9月8日に開催された埋葬委員会の会合ではキャンベル教区牧師の行動

への不満を各埋葬委員は相次いで表明した。ただしその行動を阻止できる法的な権限は埋葬委

員会にないことが判明した。そのため当座の埋葬地としてリヴァプール教区内にある民間立の

セント・ジ、ェイムズ共同墓地や他教区の墓地が利用できないか調査中であり、新たな共同墓地

の建設が可能かも調査するとされた。埋葬委員会は共同墓地建設のための土地を購入したいと

の広告を直ぐ新聞に掲載した。埋葬委員会による対決姿勢に、キャンベル教区牧師の代理とし

て埋葬委員会と交渉していたデニー牧師はキャンベル教区牧師からの命令実施を延期すると表

明し、対立の緩和に努める(12)。

土地を購入したいとする埋葬委員会の広告には多数の申し出があった(問。埋葬委員会も適切

な土地がないか、また既存の墓地の再活用ができないか調査をした。そして有力な案が幾っか挙

がってきた。それは、ニューシャム・ハウス・エスーテートの一画を購入し、そこに共同墓地を

建設する案、民間立のネクロポリス共同墓地を埋葬委員会が購入して活用する案、ウォルトン共

同墓地を埋葬委員会の管理下に移し活用する案であった。埋葬委員会は 1857年の 5月には毎月

会合を開催すると決定し、活動が本格化する。翌年の 10月くらいまでその活動の多くをこれら

の案の妥当性の検討に費やす。

リヴァプール教区の東にあるニューシャム・ハウス・エスーテートはリヴァプール市が公園予

定地として購入していた。 19世紀の中葉から末期にかけイギリスの多くの都市で住民のアメニ

テイ改善の措置として公園の設置が相次いだ。この一環としてこの土地もリヴァプール市によっ

て購入されたようだ。リヴァプールの都心から遠方で地価が安価なため、購入費用が抑えられる

と埋葬委員会は予想し、そのー画を共同墓地用に購入できないか市に打診し、市はそれを受け入

れる意向を示した (14)。しかしリヴァプ}ル市の技師ジェームズ・ニューランズに依頼した調査

からは土質が埋葬に不向きで、排水施設の敷設が高額になることから埋葬地として適さないとの

結果が57年 12月の埋葬委員会月例会で示された (15)。この調査結果を受けて埋葬委員会はこの

土地の購入を断念した。

民間立のネクロポリス共同墓地は 1825年にリヴァプールに設立された。設立時は 5エーカー
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の広さを有し、設立地の名称を取ってロウ・ヒル共同墓地と呼ばれた。その埋葬地は聖別さねな

かったため、宗派を問わず遺体を埋葬できた (16)。従って、その原則からは国教徒も非国教徒も

埋葬が可能であった。しかし国教徒は国教徒用の埋葬地である聖別地に埋葬されることを望み、

非国教徒は非聖別地への埋葬を望むため、ネクロポリス共同墓地には非国教徒が多く埋葬された。

特に 19世紀の中葉には、国教徒以外の多数を占めたプロテスタント非国教徒が埋葬された墓地

として知られていた。多くの遺体が埋葬されるなか遺体の管理が不十分であると 1857年の初頭

に判明した。これをきっかけとして、内務省の埋葬部門査察官 P.H.ホランドの介入もあり、管

理団体が変更された。つまり、ネクロポリス共同墓地の管理は、管理を委託された人々 (trustees)

から、 10人からなる合同委員会に移されることになった。合同委員会の内訳は、土地所有者

(proprietors)から 5人、墓を所有するが土地所有者でない人から 3人、埋葬委員から 2人であっ

た。 59年の 2月には定員 10人の委員が決定した(17)。この変更を「埋葬委員会は、ネクロポリ

ス共同墓地の埋葬委員会への完全な譲渡より好ましいと考えていた」。その理由としては、「議会

法下での共同墓地の選択において埋葬委員会が完全に自由であり、その一方でネクロポリス共同

墓地の経営に発言し目を光らすことは、将来できる共同墓地を埋葬委員会が管理するさいに人々

の信頼を得ることに繋がるためだJとした(18)。ネクロポリス共同墓地の運営に関与できる立場

を得た埋葬委員会は定期的に埋葬委員会の会合でその現状を報告し、問題点の検証、改善に努め

る。

ウォルトン共同墓地を埋葬委員会の管理下に移し活用する案はどうだ、ったか。前述したように

セント・マーチン教会の埋葬地の埋葬停止とウォルトン共同墓地での埋葬開始は一時猶予された。

しかし、 57年にはセント・マーチン教会の埋葬地は埋葬が停止された。同年ウォルトン共同墓

地は埋葬を開始し、リヴァプール教区当局の所有する唯一の埋葬可能な公的墓地となった(則。

従って、この墓地を埋葬地を拡大するなどして活用することはまず現実的な対策として検討され

た。この活用に関してはキャンベル教区牧師や教会委員の関与が必要となった。というのもウォ

ルトン共同墓地 (WaltonCernetery) という名称にも関わらず、この墓地は法的には教区教会墓

地であったことにその理由がある。そもそもウォルトン共同墓地は、貧民 (paupers)の遺体を

埋葬することに設立の主目的を置いていた。この目的はほぼ遵守されたようで、 1897年の時点

でその埋葬地 20エーカーの半分が貧民の埋葬に充てられていた。建設時の費用とした税も、教

会法に従って、貧民用埋葬地を設立するため徴収された。この墓地は 1848年に土地が購入され、

51年に聖別され、そして国教会の財産を管理する宗務委員会に付託された(20)。これらの経緯から、

1852年、 53年の埋葬法を受けて 56年に設置された埋葬委員会がウォルトン共同墓地に関与する

にはキャンベル教区牧師や教会委員といった国教会の関係者の協力が必要と埋葬委員は想定し

た。しかし、埋葬委員会の初年度の委員には前述したようにキャンベル教区牧師は就いていなかっ

た。そこでウオルトン共同墓地に関する議論が活発化するのはキャンベル教区牧師が埋葬委員に

就任した 1857年の 8月以降となった。毎年8月に教区会で埋葬委員 3人がそれぞれ交代するな

いし再任を受けることが埋葬委員会設立時に決定されており、それに従い 57年8月の全体教区
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会の会合で対象となる埋葬委員 3人が抽選で選ばれた。選ばれた者のうち教会委員ショウが再任

を受けることを辞退し、キャンベル教区牧師に後任を譲った。他の 2人は再任された。また同じ

8月にはある法案がウエストミンスター議会で、審議中で、あった。それが法として成立すれば、ウオ

ルトン共同墓地の埋葬委員会への譲渡が容易になり、その活用がしやすくなると埋葬委員は期待

した (21)。キャンベル教区牧師がしばらく埋葬委員会の会合を欠席したため、牧師が譲渡を支持

するとの見解が明らかになったのは 57年 12月の埋葬委員会月例会で紹介された本人からの手紙

であった。この会合では埋葬委員ジャクソンが譲渡に法的な問題がないなら必要な措置を執る、

とする動議を次回の埋葬委員会会合でキャンベル教区牧師と教会委員の出席のもと提出したいと

の意向を示した。居合わせた法律事務係 (lawclerk) も法的問題はないとの判断を示した (22)。

結局、この動議はキャンベル教区牧師と教会委員が出席した 58年3月の埋葬委員会月例会で提

出された。この動議を、牧師は自分と自分の後任が埋葬料の一部を得る権限が譲渡後も認可され

ることを条件に受け入れると表明した。しかし議論のさなかに、譲渡と牧師が埋葬料を得る事の

両方が法的に可能か確認する必要があると先の法律事務係と異なる見解が示されたため、専門家

に問い合わすことになった。これを受けてジャクソンは動議を撤回した (23)。その後、専門家が

どのような解答を示したのかは不明である。ただし、ウォルトン共同墓地の埋葬委員会への譲渡

は実現せず、 19世紀の末においてもこの墓地は法的には教区教会墓地のままであった (24)。専門

家による判断は譲渡に否定的であったのだろう。こうして埋葬委員会がウォルトン共同墓地に関

与することは困難なままであった。

埋葬委員会は設立から 2年近くの歳月を主にニューシャム・ハウス・エスーテート、ネクロポ

リス共同墓地、ウォルトン共同墓地の件に費やした。確かに、ネクロポリス共同墓地を管理する

合同委員会に 2名の委員枠を確保するなど、埋葬委員会が墓地運営の実績を積む機会は確保でき、

一定の成果はあった。しかし自治体立共同墓地の建設は未だ実現していなかった。ニューシャム・

ハウス・エスーテートでの事例で見たように、そもそも土地の確保が困難であった。閉塞感の漂

うなか、埋葬委員会は土地捜しに奔走する。

第二章土地取得とデザイン決定

1858年6月の埋葬委員会の月例会でジョン・スチュアートからの手紙が紹介された (25)。手紙

にはリヴァプールの北、ウォルトン教区の土地が共同墓地用に購入できるかもしれないとあった。

直ちに、スチュアートは購入交渉にかかるようにとの決議がなされた。 10月には埋葬委員会が

70エーカーのこの土地の購入交渉権を確保し、将来は周囲の土地の購入で 100エーカーにまで

拡大できると予想された (26)0 59年2月には埋葬委員全員がスチュアートと共にこの土地を訪れ、

3時間かけて調査し、満足し=く結果を得た。さらに埋葬委員からキャンベル教区牧師とジャクソ

ンが土地委員の補助員に 2月の埋葬委員会月例会で任命され、スチュアートによる購入交渉を支

援することになった (27)。
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こうして埋葬委員会の全面的な支援によりこの土地の購入交渉は進められ、埋葬委員会はこの

土地の購入を教区会に認可してもらうためのレポートも作成した。それをキャンベル教区牧師が

司会を務めた8月の全体教区会に埋葬委員ジャクソンが提出した(お)。ジャクソンは4つの原則(好

立地、良好な土壌、十分な広さ、十分見合う投資)を満たす土地であり、調査した 20の候補地

のなかで最善のものであると説明した。約 100エーカーの土地購入価格は約 5万2千ポンドを予

定した。土地購入の提案を教区会は了承した。また、土地の造成、必要な建物の建設などに必要

な約 2万5千ポンドを認可してくれるよう埋葬委員ベアストウが提案した。これも教区会は了承

した。

自治体立共同墓地の建設予定地が決定し、土地購入資金案と土地の造成、建物の建設資金案が

決定したので次は資金確保が検討されだした。当初予定していた 7万7千ポンドではなく、 7万

5千ポンドに確保すべき資金は圧縮され、交渉が始まった。埋葬委員会は 9月にまずリヴァプー

ル市に教区の救貧税を担保に 7万5千ポンドの借用を申し込むも、断られた。そこで資金の貸付

人を新聞での広告で公募した (29)。公募に応じた者のうち、「経済J協会(‘Economic'Society) 

なる団体の貸付案が最も好条件だ、った。これは救貧税を担保とする年利 4%で土地代5万2千ポ

ンドと他の費用 2万3千ポンドを分けて貸付けてもらうものだ、った。この貸付案に対して、 60

年2月の全体教区会で、現在の納税者が将来の納税者に比べて返還する額が大きく不平等である

という埋葬委員ジェフリーの指摘と、土地代の 5万2千ポンドと他の費用 2万3千ポンドに分け

た貸付金のうち、後者は必要に応じて貸付を埋葬委員会が受けるべきとの埋葬委員ジェフリーの

指摘があった。これらの指摘に基づき変更が加えられた。つまりまず土地代の約 5万2千ポンド

の貸付を受け、初年度の貸付金の 5%に相当する 2600ポンドを毎年返済する契約を交わす。他

の貸付は必要に応じて受け、その返済額は同様の方法で算出するとした (30)。これらの変更され

た貸付案を全体教区会が認可し、貸付人も了承した。

資金確保が検討されだすのと同時期に、墓地のデザインも検討されだした。墓地デザインのコ

ンペテイションによる公募を埋葬委員会は全国紙の『タイムズjなどに掲載した (31)0 59年9月

の『タイムズ』に掲載された公募記事によると、 90エーカー超の墓地全体の平面図とその見積

額をコンペティション参加者は 60年2月 14日までに埋葬委員会まで提出するよう求められた。

提出に際しては 3つの条件に沿うことを求められた。①「道、歩道、植物・木を植えるスペース、

複数のチャペルの位置、墓地全体の境界、埋葬地内の仕切り、排水管、ロッジの位置、石材置き

場、事務所、共同墓地の適切な運営に必要なものjを平面図に示す。②「表土の再整備に必要な

土木工事と、排水管・下水管の深さ、勾配、寸法」を各区画ごとに示す。③「コンペテイション

参加者が埋葬委員会に必要と考える情報、指針Jを示すことであった。賞金は l位 100ポンド、

2位 50ポンド、 3位 30ポンドであった。但し書きには「受賞者のデザインは埋葬委員会の所有

物となる。埋葬委員会は建設作業を実施するためにコンペテイション参加者を雇用することは必

ずしも義務ではないJとあった。

2月14日のデザイン公募の締切間際である、2月初頭の埋葬委員会月例会で条件が追加された。
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つまり、国教徒、カトリック、プロテスタント非国教徒の各埋葬地がそれぞれ 30エーカー、 15エー

カ一、 15エーカーを占めること。また、平面図には三つのチャペルの位置も示すこと、である (32)。

この会合では墓地の正式名称が「ウォルトン、アンフィールド・パーク、リヴァプール共同墓地j

に決まった。

提出された墓地デザイン案がデザイン決定の参考のため一般に公開されることが、 3月の埋葬

委員会月例会で決まった (33)0 4月の初頭には公募の結果を埋葬委員会は公表した(制。 1位リヴア

プールの T.D.パリー、 2位ロンドンの G.H.ストークス、 3位ロンドンのJ.ウインブルであった。

しかし埋葬委員会は提出された墓地デザイン案のいずれも希望に添わないため、建設しないと決

定した。この決定に 1位の建築家パリーは抗議の意を建築雑誌『ビルダーJ上で表明するも、決

定が覆ることはなかった (35)。

では墓地デザインは誰が作成したのか。 60年の春には埋葬委員会は埋葬委員 2人を調査に派

遣した。 2人はコベントリー、バーミンガムなど各都市の共同墓地、さらにロンドンの複数の共

同墓地を調査して多くの共同墓地に関する知識を入手し、そのレポートを 5月の埋葬委員会月例

会に提出した。このレポートを参考に、埋葬委員会は測量士を公募し、応募者40人のなかから、

共同墓地建設に関する経験を高く評価された測量士ゲイを選出し、雇用した。ゲイは墓地デザイ

ンを作成し、それを埋葬委員会は高く評価した (36)。

60年 9月には葬儀用の三つのチャペル、正門など墓地の敷地に立つ建築物デザインのコンペ

ティションによる公募も開催された (37)。賞金は墓地デザインの場合と同様1位 100ポンド、 2

位 50ポンド、 3位 30ポンドであった。この公募に 24件の応募があった。 12月には提出された

デザイン案がデザイン決定の参考のため一般に公開されることになった (38)。公募の結果は 1位

バーケンヘッドのルーシー&リトラー、 2位パーケンヘッドのウォルター・スコット、 3位グレー

ト・モールヴァンのジェイムズ・シップウェイであった (39)。建築家の 2人が提携したルーシー

&リトラーによる案が建設されることになり、しかも本人達が建設の監督をするよう 61年 10月

には依頼される(制。墓地のデザインでは1位のパリーの案が建築されなかったのと異なる判断を、

建築物の場合に埋葬委員会は示すのである。

こうして墓地予定地に関して、埋葬委員会は土地の選定、土地購入予定額も決定し、資金も確

保し、さらには墓地デザイン、チャペルなどの主たる建築物のデザインも決定した。こうして自

治体立共同墓地の完成に向けてその作業が順調に進んでいたが、土地の購入交渉、追加取得、変

更で埋葬委員会はさらに交渉を重ねる。

前述したように埋葬委員 2人による調査結果を記したレポートが60年5月の埋葬委員会月例

会に提出された (41)。このレポートで紹介されたレスターでは当局が自治体立共同墓地用の土地

をある貴族に所領売却を強制することで確保していた。この手法を使えないか埋葬委員会は検討

し、採用した。とういのもこの時期に共同墓地予定地のなかでプロテスタント非国教徒のチャペ

ルが立つ予定の土地一帯に対して法外な価格を埋葬委員会は提示され、購入できずにいたからだ。

10月には、この土地に対して埋葬委員会が合理的な価格での強制売却を議会法を利用して実現
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しようと試み、成功した。土地購入費用は 2万2千ポンドであった (42)。

当初予定していた自治体立共同墓地用の土地に加えて、将来の墓地拡張用に三つの土地が3人

の地主から購入された。購入資金を確保すべくさらなる貸付人も公募された (43)。これらの追加購

入した土地は直ぐに共同墓地の敷地として取り込まれる必要はなかったため、賃貸に出された(制。

その収入は自治体立共同墓地建設資金に充てられた。

土地に関して別の問題も発生した。つまりロンドン・北西鉄道会社が自治体立共同墓地予定地

の「最も貴重な部分」を横断する路線敷設の計画を 60年の秋に発表したのである。この計画に

埋葬委員会は反発し、鉄道会社と交渉に入った。その結果、共同墓地建設予定地から 8エーカー

を鉄道会社に売却し、そこを通過するよう路線を変更してもらうことになった (45)。

追加の土地購入と鉄道会社への土地売却によって共同墓地予定地はその形を変えた。そこで墓

地デザインを修正する必要があると認識した埋葬委員会は、その必要性を記したレポートを 61

年8月29日の教区会に提出した (46)。

この 8月の教区会ではさらなる問題が生じた。修正の必要が生じていたとは言え、墓地のデザ

インは一度は決定していた。このデザインを多くの人が自にしていた。また埋葬委員会による自

治体立共同墓地建設に向けての活動も人々に知られるようになった。この広く知られるように

なった墓地デザインと埋葬委員会の活動に再考を迫ったのがこの 8月の事件である。

61年8月29日の教区会で事務弁護士 (solicitor)W.K.テイラーが二つの問題を取り上げ、国

教徒の利益が守られていないと主張した (4九一つ目の問題は、新設される自治体立共同墓地で

の埋葬地の配置についてである。計画中の墓地デザインにおいて埋葬地は国教徒、カトリック、

プロテスタント非国教徒にそれぞれ割り振られた。各埋葬地の配置は国教徒の埋葬地を中央に置

き、その左右に隣接して他の 2宗派の埋葬地を配した。墓地の全形はこれらの埋葬地が凹型のフ

ロンテージ(埋葬地と道までの土地)の窪みにはめ込まれた形になっていたO 全形の4辺のうち、

1辺は国教徒の埋葬地を中心に両隣にカトリックとプロテスタント非国教徒の埋葬地、さらに両

隣にフロンテージが並んだ。この 1辺は農地に面しており、他の 3辺のフロンテージは道に面し

た。門はこの 3辺に設置された。従って、埋葬地のなかで左右に配されたプロテスタント非国教

徒とカトリックの埋葬地はほぼ専用のフロンテージと門を持つのに対して、国教徒の埋葬地は必

ずしもフロンテージと門が他の埋葬地ほどには専用と言えず、共用の度合いが高かった。このこ

とをテイラーは問題とした。二つ目の問題は埋葬委員の宗派に偏りがあり、それによって国教徒

の利益が軽視されていることであった。つまり、埋葬委員 9人の宗派は国教徒が3人、プロテス

タント非国教徒が5人、カトリックが 1人であった。テイラーは埋葬委員会が教区会ではなく、

市参事会によって設立されるべきと要求した。そしてリヴァプール市の人口 44万人のうち国教

徒が3分の 2を占めるため、埋葬委員に国教徒をもっと増やすべきと要求した。

テイラーが取り上げた二つの問題に埋葬委員は反論した。国教徒の埋葬地は遺体の盗掘対策と

してより安全な中央に配されたこと、中央の埋葬地は目立つこと、フロンテージに利点があると

は考えていなかったことなどを挙げ、国教会の優位性を主張した。また埋葬委員の構成について
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はキャンベル教区牧師の同意なしに国教会に影響のある措置は執られなかったこと、ウッドラフ

やグラッドストンといった埋葬委員の中心的人々が国教徒であり、国教徒に不利に埋葬委員会は

機能していないことなどを挙げ、埋葬委員会は国教徒の利益を損なっていないと主張した。しか

し埋葬委員会とテイラーの主張は平行線のままであった。

そしてテイラーは埋葬委員の候補を擁立するという強行に出た。埋葬委員は毎年三名が交代な

いし再任を受けることになっており、それを実施するのが8月末の教区会であった。埋葬委員会

設立以来、初年度は抽選で、 2年目は就任 2年目の 6人から抽選で、 3年目以降は就任 3年目の

3名の埋葬委員が交代ないし再任を受けてきた。初年度の埋葬委員にキャンベル教区牧師が就任

できず問題になったことは前述したが、埋葬委員の交代ないし再任の際に問題が発生することは

めったになかった。ほとんどの埋葬委員は再任という形で留任した。交代する際も埋葬委員個人

の事情で埋葬委員を継続して勤めることが困難であるため交代を希望し、事前に予定されていた

者に後任になってもらった。

ところがこの 8月の教区会でテイラーは 3人の国教徒を対立候補として擁立した。交代ないし

再任かを予定している埋葬委員はコーバリー、ソーネリー、ジャクソンであった。このうち、コー

パリーがカトリックで他はプロテスタント非国教徒であった。 3人のいずれも他の埋葬委員の支

持で再任を受ける予定であった。しかしテイラーが国教徒3人を擁立したため、決戦投票を 9月

4日に実施することになった。

テイラーが8月の教区会で取り上げた二つの問題に埋葬委員会はその場で反論しただけでな

く、9月2日の埋葬委員会月例会でも同様の反論をした (48)。さらに地元新聞『リヴァプール・マー

キュリー』も読者からの投稿記事と論説でテイラーが取り上げた問題は根拠が弱いと報じた (49)。

埋葬委員会による反論、さらに地元新聞による反論のなかで次第にテイラーのある立場が明らか

になった。彼は、墓地予定地に隣接した土地を持っており、当初は墓地建設で土地の価格が下落

することを危倶した。そこで自分の土地に小屋を建て、墓地の周囲に家屋があってはならないと

する埋葬法の規制を利用しようとするなど墓地建設に反対していた。しかし墓地の実現可能性が

高まると、結局その土地を埋葬委員会に売却した。しかも、土地を売却後には一定期間無料での

借用を望むも、埋葬委員会とは同意に到らなかった。埋葬委員会も『リヴァプール・マーキュリー』

もこのテイラーの事情を一つの隠された背景として捉えた。

投票が9月4日に実施された。投票資格は納税者にあり、しかも納税額に応じて投票数は付与

されていた。投票の参考になるように建設予定の共同墓地の平面図が投票が終了するまで投票所

に掲示された (50)。投票の行方は初日にほぼ大勢が判明した (51)。テイラーの候補者3人それぞれ

におよそ 145人が投票し 325票程度を投じた。一方、コーパリーら 3人それぞれにおよそ 515人

が投票し 1230票程度を投じた。テイラー一派の敗北は明らかであった。しかし、対立候補を擁

立したテイラーらが擁立を撤回する申し出をしない限り投票は終了しないと法が定めているとの

理由で二日目も投票所が聞かれた (52)。初日の結果に敗北を悟ったのであろうかテイラーがここ

を訪れた。彼は、対立候補の擁立を撤回し、コーバリーらへの反対を撤回し、個人的な事情で行
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動したわけで、もないと自己弁護に努めた。投票所はテイラーの発言を受け、テイラーが現れてか

ら30分投票がなかったため現場責任者の判断で投票受付を終了した。

テイラーによる一連の動きをどう考えるべきか。埋葬委員会と『リヴァプール・マーキュリ -j

が論じたテイラーの隠された背景に基づき彼は突き動かされたのだろうか。もしくは、彼が取り

上げた二つの問題を真に問題として認識したため彼はこれらの行動を取ったのか。どちらがテイ

ラーを突き動かしたのかは定かではない。しかしテイラーの動機は別にして、自治体立共同墓地

における各宗派の埋葬地の位置関係、そして埋葬委員と宗派の関係が、国教会に中心にしている

が、そうとは断言できない脆弱な関係の上に成立していることが明らかになったとは言えよう。

むしろこの脆弱さ故にテイラーによる主張が一定の力を持ったとも言える。

第三章墓地建設

リヴァプール教区の自治体立共同墓地の建設工事はどのように進んだのか。 1861年8月初頭

には三つのチャペルを建設する業者を公募するとの記事を埋葬委員会は新聞に掲載した (53)。こ

れに応募したヒュー・イェーツが9月には三つのチャペルの建設契約を交わした (54)。さらに三

つのチャペルの暖房施設を設置する契約を別な業者と埋葬委員会は結んだ。つまり自治体立共同

墓地建設に関して優先すべきはチャペル建設であるO 少なくとも、チャペルだけが他の建築物な

どと別に扱われているという点で共同墓地における優先順位が高いと言えよう。

9月の末には測量士ゲイが退職した。後任には 10月にランドスケープ・デザイナーのエドワー

ド・ケンプが就任した。前章で言及したように 8月29日の教区会に提出されたレポートでは墓

地デザインの修正の必要が記されていた。この修正を担ったのがケンプであった。ケンプが修正

した墓地デザインに埋葬委員会は高い評価を与えた。 10月4日には共同墓地に隣接した土地に

小屋、付属建物を建てる業者を公募する記事を埋葬委員会は新聞に載せた (55)。締切は 10月 15

日である。これらの小屋、付属建物は建築作業に従事する人々が利用するのだろう。前章で言及

したが、 10月7日には墓地上のチャペルを含む建築物を建てる監督に建築物のデザイン・コン

ペテイション公募で 1位になったルーシー&リトラーが任命された。さらに同じ 10月には石切

工や建築業者が使う、仮設道路が作られた。石切工は建設現場から産する良質な石材を切り出

すために雇用された。その石材の多くは墓地の建築物に利用される。建設工事はこの頃に始まっ

たようだ。ウォルトン当局との交渉で墓地の敷地の境界線も適切に設定され、墓地の囲いが入

口を除いて立った (56)。建設業者とその監督も決定した三つのチャペルは埋葬地の中心に位置す

ることになった。そのうち、一つのチャペルは 62年1月にはかなり建設は進み、他の二つもす

ぐに同様の域に達すとされた (57)。本格的な墓地の整地作業は 62年2月以降なので、チャペルの

立つ地はさほど整地の作業は必要なく、すぐ建設に取りかかれたようだ。

ルーシー&リトラーは 62年 1月に正門の墓地側の敷地に固まって立つ予定の事務所、複数の

住居、時計塔のデザインを埋葬委員会に提出した (58)。複数の住居とは聖堂管理人 (sextons)、
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もしくは庭師用の四つのロッジと、独立した大きな建物である。後者は、埋葬委員会などが利用

する事務所と、役員が利用する住居を組み合わせていた。これらの建築物は全てこの墓地の建設

現場から産出した石材を利用することになった。三つのチャペルと同じくゴシック様式を採用し、

建築物の調和に配慮した。これらの建設物の建築契約はチャペル同様ヒュー・イェーツが獲得し

た。

一方、墓地の土地整備作業も本格化する。 2月には「道・歩道作り、整地、土地の調整、深い

溝掘り、穴掘り、排水路作りなど」の土木作業を担う総合請負業社 (generalcontractors)を埋

葬委員会は公募した (59)。締切は 2月 19日である。この公募に応募し、入札に参加したアブラハ

ム・トマスが3月25日に全般的な土木工事に関する契約を埋葬委員会と交わした (60)。契約には

一つの条件が伴った。「工事作業は貧民 (pauper)による労働で軽減されること」である。

共同墓地建設作業が当局による失業者対策として考えられだすのは、 61年12月の埋葬委員会

の月例会に遡る (61)。このときリヴアプール市参事会は「天候が悪く、職工や他の人々が失業す

る場合、埋葬委員会が彼らに共同墓地建設の仕事を提供してもらえないか」と埋葬委員会に提案

した。このときは建設契約の問題があるとして埋葬委員会は判断を留保した。 62年3月初頭の

月例会でも埋葬委員会はリヴァプール教区における失業者救済用の労働テストを実施するのを手

助けするよう教区会から要請を受けた (62)。労働テストとは教区当局による救済を受けるのと引

き替えに被救済者が従事する就労のことである (63)。この要請を教区当局が働く人々の時間を管

理し給与を支払うことを条件に埋葬委員会は受け入れた。この受入に伴い、土木作業に関する先

の入札を一旦停止し、ケンプがこれらの人々を雇用する調整をした。この調整の結果、一日数百

人の仕事を提供できることとなり、就労者には一日当たり、 1シリング、パンー塊、家族手当が

労働日の午後に提供された。就労者はリヴァプール教区に定住している必要があった。

教区当局によるこの労働テストが先のアブラハム・トマスと締結した土木工事の契約にも入っ

ていたのである。埋葬委員会は被救済者たる貧民、労働可能な人に日雇い労働を提供することで、

貧民監督官、教区会に援助をでき満足していた。労働テストを利用した者の数は一日当たり 27

人から 500人にも及んだ。 27人とは労働テストがこの共同墓地建設において実施された最終日

の6月6日の人数である(制。つまり 6月の初頭までは大規模な土木工事が行われていたと考え

られる。

こうして土木工事がある程度進行すると建築物の建設も始まるO ルーシー&リトラーがデザ

インした事務所、複数の住居、時計塔の建設が始まった。巨大な階段に似たテラス、約 3，000も

のレンガ製の墓ないしヴオールト (vaults)はヒュー・イェーツが建設契約を得て、建設した。

国教徒用チャペルの近くのカタコンペは、ソーントン兄弟が建設契約を確保し、建設した。カタ

コンベの上部には回廊 (corridors)が設置された。こうして主たる建築物の建設も進み、 9月5

日の教区会に埋葬委員会が提出したレポートでは、埋葬委員会は墓地のオープンを 63年 1月の

初頭と予想した (65)。

しかしその後の工事は少し遅れた。 63年2月末の埋葬委員会の会合で事務所、チャペルなど
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で使う家具の納入業者がようやく決定した (66)。この頃に建築物の建設工事が完了し、これから

家具調度品の設置である。最終的に三つのチャペル、カタコンベ、正門のロッジ、事務所など建

築物が完成したのは 3月末から 4月初頭だ、った (67)。土木工事も同じ頃まで、かかった。

そしていよいよリヴァプール教区の自治体立共同墓地の完成であるO 墓地全体での完成を告げ

る除幕式はない。これはリヴァプール教区の場合だけではなく、全国の自治体立共同墓地でも同

様である (68)。除幕式には 4月末から 5月初めにかけて実施される国教会、カトリック、プロテ

スタント非国教派の各埋葬地がオープンするさいの式典が該当する。つまり国教会とカトリック

の場合は埋葬地を聖別するための聖別式である。プロテスタント非国教派の場合は埋葬地は聖別

されないため埋葬地のオープニング・セレモニーである。三つの式典はそれぞれ国教会が4月

27日(月)、カトリックが4月28日(火)、プロテスタント非国教派が5月4日(月)であった。

それぞれ見ていこう。

まず国教会の聖別式である (69)。司式はリヴアプールも管轄下に置くチェスター主教 (bishop)

が担った。聖別式が挙行された 4月27日は強風にもかかわらず多数の参加者があった。集合場

所の国教徒用のチャペルは満員で、あった。集ったのは聖職者、埋葬委員、教区会の関係者、ジ、エ

ントリ、農場経営者などであった。参加者の多くは完成した墓地を口々に誉めそやした。 12時

にはチェスター主教がリヴァプール市長の馬車に乗って墓地の正門に到着した。同行したのは、

市長が公務で不在のため、市長代理 Wm.プレストン市参事会員である。主教はチャペルにて大

勢の出迎えを受けた。聖別式の儀式の様子を紹介しよう。

「いつもの礼拝は省略された。式は埋葬地を聖別するための通常の祈祷に制限された。祈祷文

が読み上げられる前に、主教と聖職者は隊列になって埋葬地用に設定された場所を行進した。一

行はチャペルに戻ると、キャンベル教区牧師が主教に埋葬委員会からの陳情文を提出した。埋葬

委員会の印章が押された陳情文は主教による聖別を願い出ていた。この陳情文が読み上げられる

と、主教は続けて聖別の文を読みだした。一行はこの間ず、っと立っていた。その後、通常の短い

祈祷が、祝祷と共に続いた。儀式は終了した」。

それから一行は昼食会に臨んだ。主催者は埋葬委員ジェフリーである。会場は墓地正門にある建

物のなかの一つ登録係の事務所である。ただし参加人数が多かったため、一行は二つに分けられ

た。つまり、主教、市長代理、埋葬委員は階下の部屋を利用し、他の聖職者は食事室を利用した。

食事の際は相互に乾杯を繰り返して、互いを称賛しあった。

国教会の聖別式に続いてカトリックの聖別式を取り上げよう (70)。司式はリヴァプール司教

(bishop)が担った。リヴァプール司教職が 1850年に設けられたのに対して、国教会がそれに対

応するリヴァプール主教職を設けるのは 30年後の 1880年である (71)。リヴァプールにはイギリ

スでも特にカトリックが多く、カトリック教会のリヴァプールへの熱意が窺える。聖別式が挙行

された 4月28日は昨晩の降雨にもかかわらず、挨が舞う曇り模様の天候だ、った。 12時が式典が
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始まる時間だが、それ以前に集まった人だかりはカトリック用チャペルを二度ほど満員にできる

数の多さであった。「昨日の国教会の質素な儀式と対照的なJカトリックに特有の華やかな儀式

を見物に多くの人が集まったようだ。見物人は別にして、参加者は聖職者と信徒であった。聖別

式の儀式を紹介しよう。

112時に聖別予定地に向かう隊列が出発した。その隊列は、十字架を持った下級聖職者が先導

し、その両脇に従う若者はサープリスを着て、灯のついたランフ。を持っていた。ランプの一つは

強風で消えんばかりだった。隊列で続いたのは、香を持つ者、聖職者の一団であった。彼らは後

の聖別儀礼に参加する。隊列の最後に司教であった。「道守者のなかでも忠実な従者」たる司教

は聖職服で正装し、司教冠を被り、右手に司教杖を持ち、その服の裾を若い侍祭に持たせた。こ

の順番で隊列はチャペルに面す聖別予定地まで進んだ。聖別予定地に着くと小さい白い十字架が

地面に立てられた。その前方に、司教と司教座聖堂参事会員長のための、ピロ}ドで、覆った椅子

とクッションが置かれた。ここで礼拝が長時間行われた後、隊列は聖別予定地を行進し、その後

に見物人が続いた。司教は行進の際に聖水を撒いた」。

チャペルに戻った司教は聖別式を祝祷で終わらすこともできたが、長い演説を行った。というの

も聖別式は本来私的なものだが埋葬委員会が公開を求めたため、演説の機会でもあると司教は考

えたからだ、った。その演説では、 トックステス・パーク教区の自治体立共同墓地では採用されな

かった、カトリックの聖別地を設けて埋葬地を三分するという方法を採用した埋葬委員会に謝意

を表した。さらにリヴァプールの平和のために異なる宗派との共存が必要なこと、今回の儀礼に

もきちんとした意味があり噺笑の対象とすべきでないこと、イギリス人の生得権としてカトリッ

クにも適切な権利が付与される必要などを論じた。

聖別式の後は司教、聖職者らは、埋葬委員と共に昼食会に臨んだ。主催者はまた埋葬委員ジェ

フリーである。会場は国教会の場合と同様、登録係の事務所の食事室である。ただし参加者数が

国教会の場合程ではなく、部屋は食事室の一室のみである。ここでも埋葬委員と聖職者が相互に

乾杯を繰り返して、互いを称賛しあった。

カトリックの聖別式に続いて 5月4日に挙行されたプロテスタント非国教徒の式典を取り上げ

よう (72)。プロテスタント非国教徒が埋葬されるのは非聖別地である。だからといって彼らのみ

が非聖別地に埋葬されるわけで、はなく、原理としてはどの宗派の人でも、さらには無宗派の人で

すら埋葬可能である。しかし、国教徒とカトリックはそれぞれが聖別された埋葬地、聖別地を設

定するため、そこへの埋葬を望む。 19世紀のイギリスでは国教徒とカトリックを除くと、残る

のはプロテスタント非国教徒がほとんどである。従って非聖別地に埋葬されるのはプロテスタン

ト非国教徒ばかりである。そこで彼らが非聖別地のオープニング・セレモニーを企画する。ただ

しプロテスタント非国教徒はプロテスタントであり、かつ国教徒でもない人々のことである。国

教徒やカトリックと違い一つの宗教権威を共有する信徒ではない。だから、一つの宗教権威によっ
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て埋葬地を聖別することは、聖別の必要性は別にして不可能である。また式典を開催するには、

プロテスタント非国教派諸宗派間の事前調整が必要となる。その調整のきっかけを埋葬委員会が

提供した。埋葬委員会は墓地の完成が近い 3月初頭に国教会とカトリックに属さない全宗派の牧

師一事実上プロテスタント非国教派の牧師ーに新聞広告で埋葬委員会との会合に参加するよう呼

びかけた(73)。会合では非聖別地での葬儀について議論する予定であった。この呼びかけに応じて、

3月9日に様々なプロテスタント非国教派の牧師 17人が埋葬委員会との会合に臨んだ (74)。非聖

別地での埋葬についての説明を埋葬委員ジェフリーから聞いたあと、牧師達はプロテスタント非

国教徒牧師委員会を設立し、そこで今後の行動について論じ、埋葬委員会にレポートを提出する

ことになった。後日提出されたレポートによると、牧師達はパプテイストの牧師 C.M.バーレル

を委員会の書記に選出した(75)。さらに3人の牧師が非聖別地での葬儀を司式することに同意した。

この委員会が非聖別地での式典も先導する。式典を司式したのは委員会の書記バーレル牧師で

あった。国教会、カトリックに比べて式典の開催期日が翌週にずれ込んだ、のはバーレル牧師の都

合がつかなかったからだ。「最も質素な」この式典はプロテスタント非国教派の諸宗派の牧師が

参加し、チャペルは満員であった。主たる参加者は埋葬委員、聖職者などであった。埋葬地は非

聖別地のため聖別式はないが、代わりに挙行された式典の冒頭を紹介しよう。

「式は賛美歌「おおヤコブ、その御手で」の斉唱で始まった。それをグリフイス博士が楽譜を

見て歌った。つづいて、ウェズレ一派の M.C.オズボーン牧師が創世記 23章、コリント人への第

一の手紙 15章、テサロニケ人への第一の手紙4章から適切な聖書の引用を読み上げたん

以後の式典はバーレル牧師による長い演説、長老派牧師グリトン博士による祈祷、二度目の賛美

歌斉唱、そしてバプテイスト派牧師ヒュー・ストーエル・ブラウンによる祝祷で、終わった。

注目すべきはバーレル牧師による演説である。牧師はここ数十年に都心の教会墓地で埋葬が停

止され郊外の共同墓地が新設され、墓地の大きな移行が起きたことを紹介した。ただしリヴァプー

ルでは教区民用の共同墓地が今ようやく完成したと、その完成を祝した。またプロテスタント非

国教徒は自由を旨とする点で共通するも、各宗派で信仰形態は多様であり、埋葬にもいろいろな

方法があるとした。今回建立された共同墓地のチャペルを葬儀で使わない人もいるとした。埋葬

地の聖別については土地は既に神のものであるため聖なるものであり、聖別は不要とした。

式典の後は昼食会である。主催者はやはり埋葬委員ジェフリーである。会場は国教会、カトリッ

ク同様、登録係の事務所の食事室である。ただし参加者数が国教会の場合程多くはなく、カトリッ

ク同様会場は食事室の一室のみである。ここでも埋葬委員と聖職者が相互に乾杯を繰り返して、

互いを称賛しあった。

国教会、カトリック、プロテスタント非国教派、これら 3宗派の埋葬地のオープンを祝す式典

のパターンは同じであった。つまり、聖別式ないしオープニング・セレモニーの後、昼食会であ

る。聖別式ないしオープニング・セレモニーで、は各宗派の特色が出ていた。
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自治体立共同墓地はプロテスタント非国教徒の埋葬地の式典が済み次第、遺体の埋葬を受け入

れるとの告知を埋葬委員会は新聞に掲載した (76)。そして埋葬が始まった。

完成した自治体立共同墓地のデータ}を紹介しよう。将来の埋葬地拡大に備えたため、購入し

た土地は約 190エーカーにもなった。そのうち埋葬地の広さは 70エーカー、内訳は国教会が35

エーカー、カトリックが20エーカー、プロテスタント非国教派が 15エーカーである。国教会と

それ以外で分けると埋葬地の面積は同じである。三つのチャペルの収用人員は、国教会が400人、

カトリックが250人、プロテスタント非国教派が200人である。国教会とそれ以外でほぼ等分さ

れている。さらに各宗派の埋葬地の広さの比率 (35:20:15=7:4:3) とチャペルの収用人員の比率

( 400:250:200=8:5:4)はほぼ同率であると言える。土地代、建築物の建設費など総支出額は約 14

万ポンドにも膨らんだ(問。 9割近くは借入金で支払い、残りは救貧税と土地の賃貸料収入で、支払っ

た。自治体立共同墓地が建設されるまで要した期間は、埋葬委員会が設置された 1856年8月26

日からプロテスタント非国教徒の埋葬地がオープニング・セレモニーを迎えた 1863年5月5日

までの 6年8ヶ月で、あった。

自治体立共同墓地に関してリヴァプール教区とトックステス・パーク教区とを比較するとどう

なるか。建設が先行したトックステス・パーク教区は約 30エーカーの自治体立共同墓地を約 2

万6千ポンドで建設した (78)0 1エーカー当たり約 866ポンドである。リヴァプール教区の場合

は約 190エーカーを約 14万ポンドで建設した。 1エーカー当たり約736ポンドである。 1エーカー

当たりの平均した支出額にはさほど差がない。しかし規模はリヴァプール教区の自治体立共同墓

地が相当大きかった。

おわりに

本稿ではリヴァプール教区における自治体立共同墓地の建設について論じた。最後に全体をま

とめつつ、拙稿との関係について言及したい (79)。

拙稿ではイギリス全般における自治体立共同墓地を議論の対象として、論理を形成した。つま

り、断片的な情報を集めて自治体立共同墓地の共通性に基づく全体像一自治体立共同墓地は国教

会を中心としつつ国教会と非国教会でほぼ二分ーを提示した。

本稿のリヴァプール教区の事例では拙稿ではなしえなかった地域の総合性のなかに自治体立共

同墓地を置いてその意味を考えた。この結果、自治体立共同墓地は建設過程においてやはり国教

会が脆弱ではあるが中心的な役割を果たしていた。具体的には、教区という国教会の組織を活用

して埋葬委員会が設置されたこと、それ故に教区牧師が埋葬委員会で重要な役割を果たしたこと

に表れた。しかし、教区教会墓地という国教会の墓地とは違い、自治体立共同墓地では教区牧師

の影響力は埋葬法によって限定された。同時に埋葬委員会の権限も限定され、教区教会墓地に干

渉することができなかったのはウォルトン共同墓地で見たとおりである。教会墓地と自治体立共

同墓地というこつの墓地が教区牧師を通じて関係を持つなか、教区牧師を委員とした埋葬委員会
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は、ネクロポリス共同墓地の経営への関与、全国の共同墓地に関する調査などによって墓地に関

する経験を積み、活動の効率改善に役立てた。こうして埋葬委員会は、墓地デザインでは 1位を

獲得した建築家の案を採用しないなど、墓地の専門家集団として、成長していった。

建設途上の自治体立共同墓地ではチャペルのデザイン、建設が優先され、この墓地におけるチャ

ペルの地位の高さが判明した。完成した自治体立共同墓地の 3宗派の埋葬地は、教会を中心に墓

地が隣接する教会墓地と同じ構造を持った。つまり、自治体立共同墓地の 3宗派の埋葬地は埋葬

地の中心にチャペルを置いたのである。この構造の同質性は自治体立共同墓地が教会墓地から連

続している点を示していよう。しかし、教会墓地では墓地が教会の付属物であるのに対して、自

治体立共同墓地ではチャペルが付属物であり、主従が逆転していた。さらに 3宗派の埋葬地の位

置では国教会が優先された。しかし埋葬委員会における国教会の立場と同様、自治体立共同墓地

の埋葬地においても国教会の埋葬地は絶対的に優位とは言えなかったのはテイラーの一連の動き

から明らかであろう。

さらにイギリスのなかでもカトリックが多いリヴァプールならではの対応を埋葬委員会はとっ

た。つまり、カトリックによって聖別された埋葬地を、同じリヴァプール内にあるトックステス・

ノtーク教区の自治体立共同墓地が持たなかったのに対して本稿のリヴァプール教区の場合は持っ

た。この点で、拙稿における主張-自治体立共同墓地は国教会を中心としつつ国教会と非国教会

でほぼ二分ーは有効性を失ったかのように見える。しかし、各宗派の埋葬地の面積は国教会 (35

エーカー)とそれ以外(カトリック 20エーカー+プロテスタント非国教徒 15エーカー =35エー

カー)に等分された。チャペルの収容人員も国教会が400人、それ以外が450人(カトリック

250人+プロテスタント非国教徒 200人)とほぼ等しい。拙稿の主張は有効性を保持していると

言えよう。カトリックが聖別地の設定に成功したことは、むしろトックステス・パーク教区での

経験を知った埋葬委員会が現実と折り合いをつけた結果と考えるべきであろう。
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